
令和５年度がんばる地域応援事業補助金(地域力促進枠) 対象経費一覧表 

■小さなチャレンジ事業・地域まちづくり事業 共通 
項目 対象経費の例 対象外経費の例 

消耗品費 

 コピー用紙、文房具などの事務用品 
 工作物に必要な工具や木材などの原材料 
 植栽に必要な花、苗、肥料 
 ベスト、T シャツ、帽子などのユニフォーム 
 その他１万円未満の物品【注意】税込１万円未満 
 スタッフ・ボランティア従事者への飲料水 

 使い残しが出るほど大量な
ものや事業完了までに使い
切れないもの 

 販売を目的とするもの 
 弁当、食材、調味料 
 アルコール類 
 会議や参加者・出場者の飲料水  

光熱水費 

 冬場のストーブのための灯油代 
 イベント会場の臨時的な電気、ガス、水道料 
 イルミネーション点灯の電気代 
 レンタル車両のガソリン代実費額 

 個人の草刈機･車両の燃料代 
⇒使用料及び賃借料と選択 

 運営費と区別できないもの 
（個人の電気代など） 

役務費 
 通知の郵便料・切手代、荷物の運賃・送料 
 振込手数料、クリーニング代、汲取手数料、証明書手数料  
 傷害賠償保険料 

 運営費と区別できないもの
（個人の電話代など） 

委託料 

 テレビ・雑誌などの広告料 
 チラシ・ポスターの印刷費 
 資料・写真のプリント代 
 会場設営・警備・音響設置撤去、操作の委託料  

 金額の積算が不明確なもの 

使用料及び 
賃借料 

 会場使用料 
 車両や備品のレンタル料 
 個人所有の機械類（刈払機･噴霧器等：上限 2,000 円） 
 軽トラック（上限 3,000 円） 
 小型・中型トラック（上限 5,000 円） 
 特殊車両（ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ、ﾊﾞｯｸﾎｰ等：上限 10,000 円） 

（オペレーター費込） 

 個人が所有する物品のうち、
左記以外のもの 

 個人所有の草刈機・車両の
燃料代・チップ代など 
⇒光熱水費・消耗品費と選択 
※燃料と賃借の二重支給は不可 

謝金 

 講習会、研修会の講師謝礼（原則、上限 43,500 円/回）  
（交通費・宿泊費の実費額を加算可） 
 区域住民の市民講師への謝礼（上限 2,600 円/1 時間） 
 会議主催のイベントで依頼を受けて出演した園児・ 

児童・生徒への謝礼（物品提供、上限 500 円/回） 

 団体名簿に記載された者へ
の謝金 

 ボランティア謝金 
 金券 

■地域まちづくり事業のみ（地域まちづくり会議が対象） 
項目 対象経費の例 対象外経費の例 

事務費 
補助上限： 

5 万円 

会議運用に係る経費 
 事務用品（コピー用紙、文房具類） 
 通知の切手代 
 事務手当 

 団体運営のための電話代、
交通費など 

 使い残しが出るほど大量
なものや年度内に使い切
れないもの 

旅費 

先進地視察や研修のための交通費実費 
 借上バス・レンタカーの賃借料 
 公共交通機関の運賃 
 個人の自家用車（総距離×37 円/km） 

 スタッフの宿泊費・交通費 
（買い出しなど） 

 懇親目的の旅行や娯楽性
の高い目的地を含むもの 

備品購入費 ・単価が 1 万円以上の物品の購入費 
・団体が所有する備品の価値を増加させる修繕費  個人所有の備品の修繕費 

工事請負費 事業者が直接実施することができない工事で大部分を
他の事業者に外注するために必要な経費  

※交付決定後～事業完了の経費が対象（事務費のみ 4/1 以降の経費が対象）。 

※イベント開催後の補填目的での購入は不可。 

※すべての経費は領収書（内容が確認できないときは請求書など）が必須。 


